
2005/２/１

Copyright (c) The Nippon Foundation 2005 

○モーターボート競走法

（この法律の趣旨）

第1条　この法律は、モーターボートその他の船舶、船舶
用機関及び船舶用品の改良及び輪出の振興並びにこれらの
製造に関する事業及び海難防止に関する事業の振興に寄与
し、あわせて海事思想の普及及び観光に関する事業並びに
体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資
するとともに、地方財政の改善を図るために行うモーター
ボート競走に関し規定するものとする。

地方財政の改善　　　　　　公益の増進

競艇の目的


